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   船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年５月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２９年１２月１９日 １５時３５分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市金華
き ん か

山南南東方沖 

 金華山灯台から真方位１５２°９.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°０８.８′ 東経１４１°３９.９′） 

事故の概要  漁船第三十五神栄
しんえい

丸は、航行中、後部甲板上に波をかぶり、機関室

内に浸水した。 

事故調査の経過  平成２９年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十五神栄丸、１９トン 

 ＭＧ２－５６６４（漁船登録番号）、個人所有 

 １９.３２ｍ（Lr）×４.３２ｍ×１.８２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６７０kＷ、平成１４年２月５日 

 第２３１－１９１１７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２９歳 

 一級小型船舶操縦士 

 免 許 年 月 日 平成２０年７月４日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２５年６月２８日 

  免状有効期間満了日 平成３０年７月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 沈没（全損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ６ 

海象：うねり 波向南西、波高約２～３ｍ 

石巻市には、０７時１１分に強風注意報が発表されていた。 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、金華山南南東方沖において底引

き網漁の操業を行っていた。 

 本船は、１２月１９日１４時００分ごろ、風が強くなってきたので

操業を中止し、網の整理、漁獲物の分別を行ったのち、石巻漁港に帰

航しようと船首を北北西に向け、約１１ノットの対地速力で航行して

いたところ、左舷船首方からの風及び左舷船尾方から波高約２ｍの波

を受けて右舷側に約１０°傾いた。 
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船長は、漁獲物が前部甲板右舷側の魚倉及び中央の魚倉に積載され

ていたので、前部甲板左舷側の魚倉に水を張って傾きを修正した。 

本船は、航行を続けていた際、左舷船尾方からの波を何度も後部甲

板上にかぶり、両舷のブルワーク下部にある４か所の排水口からの排

水が追い付かず、後部甲板上に溜まった海水が徐々に増加していっ

た。 

船長は、本船が左舷船尾方からの波をかぶることを避けようと思

い、船首を波に立てるため反転させる目的で少し減速して左舵を取っ

たところ、９０°程度回頭したとき、左舷方から波高約３ｍの波を受

け、大量の海水が後部甲板上に打ち込み、船尾部が沈下して排水口が

海面下となり、排水ができない状態となって、徐々に船尾部が沈下し

始めた。 

船長は、船尾部が沈下し始めたのを認めて沈没の危険を感じ、乗組

員の無事を確認するとともに、１５時３０分ごろ無線で付近の漁船に

救助を依頼した。 

本船は、船尾部が更に沈下し、後部甲板に入った海水の水面が、後

部甲板の前方にある機関室の入口に達し、海水が機関室内に流入して

主機が停止し、船尾部が沈下する速度が更に増加した。 

付近で操業していた漁船は、無線を聞いて救助に向かい、本船の至

近距離まで近付いた。 

船長は、本船の船尾部が更に沈下していくのを認め、このままでは

危険であると判断し、乗組員に対して退船を指示した。 

乗組員は、海中に飛び込み、救助に駆け付けていた僚船に全員救助

された。 

僚船の船長は、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、同船を石

巻漁港に入港させた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 浸水時の状況図、写真１ 

本事故発生後の船首部（左舷）、写真２ 本事故発生後の船首部

（前部甲板）、写真３ 海中の船体状況（魚倉）、写真４ 海中の船

体状況（後部甲板） 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、ふだんの操業でも、帰港時に海面が後部甲板の排水口とほ

ぼ同じ高さになって、海水が後部甲板を洗うことがあり、本事故当時

も同様であった。 

本船の後部甲板左右舷のブルワークは、海面から１.８ｍの高さで

あった。 

本事故当時の漁獲物は、後部甲板中央部の魚倉にやりいかが約１

ｔ、前部甲板中央部及び右舷側の魚倉にやりいか約１ｔ及び他の魚が

約０.５ｔ積載されていた。 

船長は、バラスト水が左舷側の魚倉に最大１.５ｔ搭載可能である

ことを知っていたが、本事故当時の正確な積載された量を把握してい
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なかった。 

本船は、ふだん１日に４回の投揚網を行っていた。 

船長は、本事故当日、０２時２０分ごろに出港し、午前中の風向は

南寄りであり、風は穏やかで海上も平穏であったが、午後から風向が

北寄りに変わり、風力も５以上になり、海上は荒れ模様となってきた

ので、漁を早く切り上げて帰港することを決断し、３回目の揚網を完

了したのち、乗組員に帰港準備を指示した。 

船長は、出港前に気象、海象情報を入手していたものの正確に把握

しておらず、午後からの海象の悪化を予測していたが、自船の堪航能

力を過信して、出港を取りやめなかった。 

船長は、救助に来た僚船と本船の距離が５ｍ程度であったので、乗

組員に退船を指示した。 

本船は、その後船首部約２ｍを海面上に出した状態で浮かんでいた

が、２２日０６時５０分ごろ沈没した。 

船長は、気象及び海象の悪化を考慮して、もっと早く帰航を決定す

ればよかったと本事故後に思った。 

本船は、操舵室上部に救命筏
いかだ

を装備していたが、船長がその存在

を失念しており、使用することを思い付かなかった。 

本船の機関室への入口は、後部甲板船首側にあり、水密扉ではな

く、引き戸であった。 

船長は、学校を卒業してから養殖業を営む家族の船に乗り、その後

平成２２年から本船に乗船し、平成２７年から船長として従事してい

た。 

本船の乗組員は、本船乗船の経験年数が８年の者が２人、７年の者

が１人、２年未満の者が２人であった。 

本船の乗組員全員は、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、金華山南南東方沖において北北西進中、船長が出港前に気

象情報を入手していたものの正確に把握しておらず、帰港の決断が遅

れたことから、船首を波に立てようと左転した際、後部甲板上に左舷

方から波高約３ｍの波を受け、後部甲板上に海水が打ち込んで滞留

し、船尾部が沈下して機関室内に浸水したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、金華山南南東方沖において北北西進中、船長

が、出港前に気象情報を入手していたものの正確に把握しておらず、

帰港の決断が遅れたため、船首を波に立てようと左転した際、後部甲

板上に左舷方から波高約３ｍの波を受け、後部甲板上に海水が打ち込

んで滞留し、船尾部が沈下して機関室内に浸水したものと考えられ
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る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・出航前に気象・海象情報を正確に確認し、天候の悪化が見込まれ

る場合は、自船の性能を過信することなく出航の取りやめや早め

の帰航を心がけること。 

・船内に搭載された救命設備を何時でも取り扱えるように訓練して

おくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

 

付図２ 浸水時の状況図 

 

 

付図２ 甲板員Ａの作業位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年１２月１９日 

１５時３５分ごろ発生） 

宮城県 

× 

機関室 

機関室入口 

排水口 

魚倉 

金華山灯台 

海面 
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写真１ 本事故発生後の船首部（左舷） 

 

 

写真２ 本事故発生後の船首部（前部甲板） 
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写真３ 海中の船体状況（魚倉） 

 
 

写真４ 海中の船体状況（後部甲板） 

 


